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最近の中華⼈⺠共和国による世界覇権への挑戦に対し、⽶国は⾃国産業の優位性を保つべ
く、先端産業に対する多額の資⾦援助と先端技術の漏洩防⽌策を講じ、併せて⾃国政治・社
会体制の正当性を主張する観点からも中国におけるウイグル族、⾹港⼈の⼈権保護と台湾
への⽀援、OFAC 等を使った輸出⼊管理体制の強化を連邦議会の監視の下、⼤統領に多く
の取締権限を賦与している。連邦議会は、中国政府・軍機関による組織的なサイバー攻撃や
中国⼈学⽣・研究者を介した⽶国企業・⼤学等からの先端技術の窃取が⾏われ、更に孔⼦学
園等を利⽤した偽情報の拡散・学⽣の洗脳、が⾏われていると認識している。USCIA は、
これらの⾏為を禁⽌し、場合によっては厳しい刑事罰を科す等、広範囲にわたっている。 
発表者は昨年の当学会で USICA の条⽂上、如何なる刑事罰が違反法⼈・その責任者・実⾏
者に対して課されているか概観したが、今回の発表ではその具体的な処罰の内容・⼿法とこ
れらの考え⽅の根拠・背景について学術的に検証したい。その際、⾏政処分中⼼の我が国輸
出⼊管理法体系と⼈権擁護と先端技術情報等を奪われた特定企業・研究機関（⼤学）・個⼈
に限らず社会経済体制の被る被害の回復（restitution）を⽬的として、積極的に多額の企業
罰⾦と責任者の収監に重点を置く⽶国の違いについて焦点を合わせた解説を⾏い、我が国
関係者に対する注意喚起を⾏うと共に⽇本企業や⼤学等に求められる具体的なコンプライ
アンス・プログラムの策定と検証ポイント等について解説を試みたい。 
 
なお、今回発表予定の上記研究対象は幅広く、また関係する世界の政治経済状況がロシアの
ウクライナ侵攻や世界的物価⾼、COVID-19 の継続等により激しく変化している現状、上
記内容は、発表時に⼀部変更される可能性がある。但し、⽶国の重い企業刑事罰賦課の現実
と⽇本の⾏政処分主体の法制度の違いについての注意喚起の基本的視点は変更しない予定
である。 


